
比較法研究所 活動紹介 共同研究「AI と法」

比較法研究所が実施している共同研究「AI と法」について、代表者の黒沼悦郎 法学学術院教

授にお話を伺いました。

 研究会について教えてください

最近、「人工知能（AI）」が注目を集めています。日本では、いずれは AI

が多くの職業で人間にとって代わるのではないかと予測する人もいます

が、AIの普及した社会とはどのようなものか、は必ずしも明確になってい

ません。そこで、AIを利用したロボット技術が進化するとどのような法的

問題が起きるのか、AI の普及が社会に変革をもたらす場合、法はいかに対

応すべきか、AIやロボットの開発を妨げず、むしろ最大限にそれを促進さ

せる法制度とはどのようなものか、など、AIが社会の様々な分野に導入さ

れる際に起こると思われる課題や問題を法学と工学の両方の視点から検討しようというのが、こ

の「AI と法」です。

メンバーとして、法学学術院からは法学研究者である中村民雄教授（比較法研究所所長）と私

（黒沼悦郎教授）、理工学術院からはロボット工学研究者である尾形哲也教授が参加しています。

 研究会はどのようにして進められているのでしょうか

「AIと法」では、AI社会を見据えた法制度について、様々な分野の研究者がそれぞれの視点か

ら問題点を提示し、互いに意見を交わしながら対処方法を模索することを目指しています。

第１回研究会は、2018 年 5 月 18 日に尾形哲也教授が「創発型ロボット・AI・深層学習の現状

と社会への応用」というテーマで講演しました。研究会には、法学部や大学院法学研究科の学生

にも参加を呼びかけて、オープンセミナーの形でディープラーニングなどの先進的な技術を紹介

しました。

2018 年 11 月 26 日に開催された第２回研究会では、遠藤聡太准教

授（法学学術院）が「AIの開発・利用と刑事規制」というテーマで、

例えば、自動運転の車が事故を起こした時、責任の所在は AI を開

発した企業にあるのか、車を開発したメーカーにあるのか、などに

ついて議論をしました。研究会には、法学部、法学研究科、先進理

工学部、先進理工学研究科などの熱心な学部学生、大学院生も参加

して、AIの開発者に対する刑法の立場からの批判および開発を正当

化するアプローチなどについて、法学と理工学の双方の立場から活発に意見を交わしました。

 理工学系の研究者もメンバーに加わっていらっしゃいますね

AI は、社会的基盤をなす応用範囲が広い技術分野ですが、社

会に対する影響が大きいだけでなく、予測できない影響を与え

る可能性もあります。現在、投資をはじめとする一部の分野で

AI の技術が導入されていますが、自動走行自動車など近い将来

実用化されると思われる技術も数多くあります。AI に対応した

法律が整備されていない分野に AIが導入された場合は、現行法

をいかに適用するか検討し、不都合が生じた場合には、現行法

を改正することも考える必要があります。

また、AIは人間が予想していなかった影響を社会に与えることがあります。従来の法制度が前



提としてきた社会に変化が生まれるとしたら、その時は法制度もそ

れに応じて変わらなくてはならないでしょう。例えば、刑事法では、

故意犯であれば故意によって処罰することが原則です。自動車がわ

ざと歩道を暴走して歩行者をはねたら、運転者は故意犯として処罰

されるかもしれませんが、自動運転車が歩道を暴走して歩行者をは

ねた場合はどうでしょうか。そもそも道路交通法は、人間が自動車

を運転することを前提としており、AIが自動車を運転することも事

故を起こすことも想定していません。しかし、自動走行では AI が人間に代わって判断し運転する

ので、その対処について考え直す必要があります。

この例で言えば、AI がどのようにして自動走行車を走らせるのかが分からなければ、法制度を

検討することはできないのです。これが、この研究会に理工学学術院の研究者にも参加してもら

い、ロボット工学と法律学との学際的な研究をしている理由の一つです。

このように、AIなどの新技術が人類・人間生活・人間の存在自体に及ぼす影響については、法

学だけでは到底対処できないと思います。本研究会では、法律だけでなく幅広い分野の研究者に

任意メンバーとして加わってもらい、分野横断的な研究を行うとともに、AI を単に現行法に当て

はめるための方策を検討するのではなく、AI などの新技術によって社会が変化する時に法はどう

あるべきか、を建設的に考えることを目指しています。

 ありがとうございました。

（編集より）

AIをはじめとする最先端の技術は、本来、人々の生活を豊かにするために開発されたはずです。

しかし、技術は、時として私たちの想像をはるかに超えた影響を社会に与え、社会を予期せぬ方

向に変えることがあります。黒沼教授が主催する共同研究「AIと法」では、法学、理工学をはじ

めさまざまな分野の研究者が集まり、AIの普及に先駆けて、顕在化している問題の解決策を考え

るとともに、将来発生するかもしれない問題を事前に予測するなど、分野横断的な研究を進めて

いることがわかりました。

これからの社会にとって、大変有益な研究であると感じました。


